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建設常任委員会 資料  令和７年２月２ ８ 日  

（ 2025 年）  

  都市整備部 都市政策課  

 

  城陽市空き家バンク補助金制度の見直しについて  

 

１．概要  

空き 家バ ンク の 登録 促進 を図 る ため 、現 行の 「 空き 家バ ンク

補助金制度」を見 直し 、「空き家バ ンク登録促進補 助金制度」へ

移行するもの。  

 

２．経過  

従来の空き家バ ンク 補助金制度 においては、「空 き家を利活用

して 定住 する 方 」の 増加 を目 標 とし てい たが 、 累計 １１ ３人の

転入 者が あっ た 一方 で 、 宅建 業 者の 仲介 物件 の 登録 があ るもの

の、本市に個別 登録される物件 が無い状況であ る。  

また 、 少 子高 齢 化の 進展 によ り 、今 後、 空き 家 の さ らな る 増

加が 想定 され る こと から 、流 通 され てい ない 空 き家 の掘 り起こ

しに向け、制度 の見直しを行う もの 。  

見直 しに 当た っ ては 、 過 年度 に 空き 家所 有者 に 行っ たニ ーズ

調査 結果 にお い て、 空き 家の 利 活用 に向 けた 困 りご との 中で 、

空き 家内 の所 有 物や 荷物 の整 理 が出 来 な いと の 回答 が最 も多か

ったことから、「 空き家バンクの 登録促進 」を目標 に 、空き家の

家財道具処分等 に支援する補助 金制度へ 移行す るもの 。  

 

３．制度名称  

現行：城陽市空 き家バンク補助 金制度  

新規：城陽市空 き家バンク登録 促進補助金制度  

 

４．新規補助金 制度の運用開始 日  

  令和７年４ 月１日  
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５．補助金対象 者  

現行：協力企業 が仲介される 物 件を購入又は賃 借 した者  

新規：空き家の 清掃又は家財道 具の処分を した 者 で下記の要  

件を全て 満たす 者  

①本市 空き家バ ンクに２年以上 登録（流通する まで）  

②本市と協定を 締結する 京都府 宅地建物取引業 協会  

 会員の宅地建 物取引業社 と媒 介契約 する こと  

 

６．補助金額  

  現行：購入１ ０万円  賃借１ 万円  

※ 転 入 者 等 の 要 件 を 満 た す 場 合  購 入 ２ ０ 万 円  賃 借

２万円 に拡充  

  新規：空き家 の清掃又は家財 道具の処分に 係 る費用 の２分の  

１（補助 限度額 １０万円 ）  

 

 


